３　昭和２５年度以降の府税の税率等の推移
（府民税）

	
	府民税

	
	個人
	法人
	利子割
	配当割
	株式等譲渡所得割

	昭和25年度
	
	
	
	
	

	昭和26年度
	
	
	
	
	

	昭和27年度
	
	
	
	
	

	昭和28年度
	
	
	
	
	

	昭和29年度
	均等割

所得割
	100円

5％
	均等割

法人税割
	600円

5％
	
	
	

	昭和30年度
	
	法人税割

5.3％（7/1～9/30）

5.4％（10/1～）
	
	
	

	昭和31年度
	所得割
	5.5％
	
	
	
	

	昭和32年度
	所得割
	6％
	
	
	
	

	昭和33年度
	所得割
	7.5％
	
	
	
	

	昭和34年度
	所得割
	8％
	
	
	
	

	昭和35年度
	
	
	
	
	

	昭和36年度
	
	
	
	
	

	昭和37年度
	所得割

　課税総所得金額の
	
	
	
	

	
	150万円以下

150万円超
	2％

4％
	
	
	
	

	昭和38年度
	
	
	
	
	

	昭和39年度
	
	
	
	
	

	昭和40年度
	
	法人税割
	5.5％
	
	
	

	昭和41年度
	
	法人税割
	5.8％
	
	
	

	昭和42年度
	
	均等割
	1,000円

600円
	
	
	

	昭和43年度
	
	
	
	
	

	昭和44年度
	
	
	
	
	

	昭和45年度
	
	法人税割
	5.6％
	
	
	

	昭和46年度
	
	
	
	
	

	昭和47年度
	
	
	
	
	

	昭和48年度
	
	
	
	
	

	昭和49年度
	
	法人税割
	5.2％
	
	
	

	昭和50年度
	
	
	
	
	

	昭和51年度
	均等割
	300円
	均等割
	6,000円

3,000円

1,800円
	
	
	

	
	
	
	法人税割
	6.2％
	
	
	

	
	
	
	昭和51.11.1から適用。

ただし、中小法人ついては、5.2%。
	
	
	

	昭和52年度
	
	均等割
	20,000円

6,000円

2,000円
	
	
	

	昭和53年度
	
	均等割
	200,000円

100,000円

20,000円

6,000円

2,000円
	
	
	

	昭和54年度
	
	
	
	
	

	昭和55年度
	均等割
	500円
	
	
	
	

	昭和56年度
	
	法人税割
	6％
	
	
	

	
	
	昭和56.8.1より適用。

ただし、中小法人については、5%。
	
	
	

	昭和57年度
	
	
	
	
	

	昭和58年度
	
	均等割
	300,000円

200,000円

40,000円

12,000円

4,000円
	
	
	

	昭和59年度
	
	均等割
	750,000円

500,000円

100,000円

30,000円

10,000円
	
	
	

	昭和60年度
	均等割
	700円
	
	
	
	

	昭和61年度
	
	
	
	
	

	昭和62年度
	退職所得の分離課税に係る所得割

　課税総所得金額の
	
	
	
	

	
	130万円以下

130万円超

260万円超
	2％

3％

4％
	
	
	
	

	
	（昭和63.1.1から適用。）
	
	
	
	

	昭和63年度
	①所得割

　課税総所得金額の
	
	支払を受けるべき利子等の額
	
	

	
	130万円以下

130万円超

260万円超
	2％

3％

4％
	
	5％
	
	

	
	②退職所得の分離課税に係る所得割

　課税総所得金額の
	
	
	
	

	
	500万円以下

500万円超
	2％

4％
	
	
	
	

	
	（平成1.1.1より適用。）
	
	
	
	

	平成元年度
	所得割

　課税総所得金額の
	
	
	
	

	
	500万円以下

500万円超
	2％

4％
	
	
	
	

	平成2年度
	
	
	
	
	

	平成3年度
	所得割

　課税総所得金額の
	
	
	
	

	
	550万円以下

550万円超
	2％

4％
	
	
	
	

	平成4年度
	
	
	
	
	

	平成5年度
	
	
	
	
	

	平成6年度
	
	均等割
	800,000円

540,000円

130,000円

50,000円

20,000円
	
	
	

	平成7年度
	所得割

　課税総所得金額の
	
	
	
	

	
	700万円以下

700万円超
	2％

4％
	
	
	
	

	平成8年度
	均等割
	1,000円
	
	
	
	

	平成9年度
	所得割

　課税総所得金額の
	
	
	
	

	
	700万円以下

700万円超
	2％

3％
	
	
	
	

	平成10年度
	
	
	
	
	

	平成11年度
	
	
	
	
	

	平成12年度
	
	
	
	
	

	平成13年度
	
	均等割　　（　）は標準税率
1,600,000円　（800,000円）

1,080,000円　（540,000円）

260,000円 （130,000円）

75,000円　　（50,000円）

20,000円  （20,000円）
	
	
	

	平成14年度
	
	
	
	
	

	平成15年度
	
	
	
	支払を受けるべき特定配当等の額

　　　　　　　　　　5％

　平成16.1.1から平成20.3.31までの間に支払を受ける特定配当等については、3％
	支払を受けるべき特定株式等譲渡所得金額　　　　　　　　　5％

　平成16.1.1から平成19.12.31までの間の特定株式等の譲渡による所得については、3％

	平成16年度
	
	
	
	
	

	平成17年度
	
	
	
	
	

	平成18年度
	
	
	
	
	

	平成19年度
	所得割

　課税総所得金額の

4％
	設備投資促進税制創設

平成19.4.1～25.3.31までに一定の設備投資を行った府内に本店を置く中小製造業法人の法人税割

　　0.6％(0.5％)

中小法人については、かっこ内の税率を適用
	
	
	　平成20.1.1から平成20.12.31までの間の特定株式等の譲渡による所得については、3％

	平成20年度
	
	
	
	　平成20.4.1から平成20.12.31までの間に支払を受ける特定配当等については、3％
	

	平成21年度
	
	
	
	　平成21.1.1から平成25.12.31までの間に支払を受ける特定配当等については、3％
	　平成21.1.1から平成25.12.31までの間の特定株式等の譲渡による所得については、3％

	平成22年度
	
	
	
	
	

	平成23年度
	
	
	
	
	

	平成24年度
	
	国際戦略総合特区税制の創設

対象法人：「特区地域進出等事業計画」について知事の認定を受け、認定後3年以内に認定特区事業を開始した法人（事業計画認定期間は、平成24.12.1から平成28.3.31まで）

軽減内容：５年間全額軽減、引き続く５年間1／2軽減 （府内で実施する事業に占める認定特区事業の割合分に限る。）
	
	
	

	平成25年度
	
	
	
	
	

	平成26年度
	均等割

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行に伴い、500円を加算

期間：平成26年度から平成35年度まで
	法人税割

法人住民税法人税割の一部国税化に伴い、法人税割の税率改正

平成26.10.１以後開始事業年度から下記の税率による

資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の総額が年2,000万円以下の法人：3.2％

その他の法人：4.2％
	
	
	

	平成27年度
	
	
	
	
	

	平成28年度
	均等割
新たな森林保全対策を、緊急かつ集中的に実施するため、300円を加算
期間：平成28年度から平成31年度まで
	成長産業特別集積区域税制に制度改正

対象法人：成長産業事業計画について知事の認定を受け、認定後３年以内に認定成長産業事業を開始した法人（事業計画認定期間は、平成33.3.31まで）

軽減内容：５年間全額軽減、引き続く５年間1／2軽減 （府内で実施する事業に占める認定成長産業事業の割合分に限る。）
	平成28.１.１以後に支払いを受けるべき利子等については、法人は対象外
	
	

	平成29年度
	
	
	
	
	

	平成30年度
	所得割
県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲により、指定都市に住所を有する人の税率：2％
	
	
	
	

	令和元年度
	
	法人税割

令和元.10.１以後開始事業年度から下記の税率による。

資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の総額が年2,000万円以下の法人：１％

その他の法人：２％
	
	
	

	令和２年度
	均等割
森林の土石流・流木対策及び都市緑化を活用した猛暑対策を実施するため、300円を加算
期間：令和2年度から令和5年度まで
	
	
	
	

	令和３年度
	
	成長産業特別集積区域税制について、事業計画認定期間を令和8.3.31まで延長
	
	
	

	令和４年度
	
	
	
	
	

	令和５年度
	
	
	
	
	

	令和６年度
	均等割
森林部における治山ダム整備等及び都市緑化を活用した猛暑対策を実施するため、300円を加算。
期間：令和6年度から
令和9年度まで
	
	
	
	


